
 

 

 

 

個人の市民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定

に関する告示の一部改正 

 

平成20年名古屋市告示第 562 号等の一部を次のように改正します。 

 

令和 7 年 2 月20日 

 

 名古屋市長 広 沢 一 郎 

 

1  平成20年名古屋市告示第 562 号 

表中 

「 

更生保護法人愛知県更生保護協

会              
名古屋市中区三の丸四丁目 3 番 1 号    

 」 

を 

「 

更生保護法人愛知県更生保護協

会              
名古屋市東区白壁四丁目19番 1 号白壁ＬＡ

ＫＥＳ北棟 302 号              

 」 

に改める。 

2  平成21年名古屋市告示第 8 号 

表中 

「 

財団法人市原国際奨学財団   名古屋市中村区鴨付町一丁目22番地    

 」 

を 

「 

公益財団法人市原国際奨学財団 名古屋市中村区名駅四丁目 5 番27号    

 」 

名古屋市告示第60号



 

 

に改める。 

3  令和 2 年名古屋市告示第 493 号 

表中 

「 

公益社団法人日本海

員掖済会 

東京都中央区明石町 1

番29号 
 を 

 」 

 

「 

公益社団法人日本海

員掖済会 

東京都文京区湯島一丁

目 5 番28号 
 に改める。 

 」 

 

名古屋市財政局税務部税制課 
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